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 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定により令和５年 12

月（一部令和５年７月、９月及び 11 月に実施したものを含む）に実施した監査の結果に関する報告を

決定したので、同条第９項の規定により次のとおり公表する。                 

                

  令和６年１月２６日 

 

                                           岐阜県監査委員    布 俣 正 也                                            

岐阜県監査委員     広 瀬   修 

                                    岐阜県監査委員   鈴 木 祥 一 

                                           岐阜県監査委員   南   圭 一 

                      岐阜県監査委員   安 田 典 子 
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財務監査及び行政監査の結果 

 

令和６年１月２６日 

１ 監査の種類 

・地方自治法第 199条第１項の規定による財務監査 

   （同条第４項の規定による定期監査として実施） 
・地方自治法第 199条第２項の規定による行政監査 
 

２ 監査の対象 

（１）対象年度 

   原則として、令和４年度を対象とした。 

（２）対象機関 

知事部局 214機関のうち、８機関  

教育委員会 98機関のうち、７機関  

公安委員会 60機関のうち、１機関  

その他（上記以外） 13機関のうち、１機関 計 385機関のうち、17機関（表１参照） 

                                        

３ 監査の着眼点 

 監査は、監査の対象となった事務の執行等が法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に

行われており、その組織及び運営の合理化に努めているか等に着眼して実施した。 

 

４ 監査の実施内容 

監査は、岐阜県監査委員監査基準に準拠し、予備監査を事務局書記が実地又は書面で行った後、そ

の結果を踏まえ、監査委員が実地又は書面により実施した。 

 

５ 監査の結果 

前記のとおり監査を実施した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、

正確で、経済的、効率的かつ効果的に行われており、その組織及び運営の合理化に努めていると認め

られた。 

また、当該事務の一部について、是正又は改善が必要である事項として、表１のとおり８機関にお

いて４件の指摘事項及び 14件の指導事項が見受けられた。これらについては、表２のとおり対象機

関に対し是正又は改善の措置を講ずるよう求めた。 

 

表１（監査の実施及び結果の概要） 

 
実施機関名 

監査 

実施日 

実施

方法 

監査結果件数 予備監査 

指摘 指導 検討 実施日（方法） 

1  清流の国推進部 地域スポーツ課 7 月 28 日 書面 - - -  6 月 23 日（書面） 

2  環境生活部 図書館 12 月 7 日 実地 - 1 - 11 月 1 日(実地) 

3  商工労働部 セラミックス研究所 12月11日 実地 - - - 11 月 8 日(実地) 

4  観光国際部 岐阜関ケ原古戦場記念館 12 月 8 日 実地 - - - 10 月 27 日(実地) 

5  農政部 西濃農林事務所 12月12日 実地 - 1 - 11月 13日～14日(実地) 

6   中濃農林事務所 12 月 5 日 実地 - - - 10月 19日～20日(実地) 

7  県土整備部 東海環状自動車道事務所 12 月 8 日 実地 - - - 11 月 6 日～7 日(実地) 

8  県事務所 西濃県事務所 12月12日 実地 2 1 - 11 月 9 日(実地) 

9  教育委員会 岐阜教育事務所 12月22日 実地 - - - 10 月 6 日(実地) 

10   岐南工業高等学校 12 月 7 日 実地 - 2 - 11 月 1 日(実地) 
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11  教育委員会 東濃高等学校 9 月 26 日 書面 - 4 - 6 月 16 日(実地) 

12   東濃フロンティア高等学校 12月11日 実地 1 1 - 11 月 8 日(実地) 

13   岐阜清流高等特別支援学校 11月29日 書面 - - -   9 月 7 日（書面） 

14   羽島特別支援学校 12 月 7 日 実地 - 2 -  10月 10日（書面） 

15   東濃特別支援学校 12月11日 実地 - - - 11 月 9 日(実地) 

16  公安委員会 垂井警察署 11月29日 書面 1 2 -   9 月 7 日（書面） 

17  その他 選挙管理委員会西濃地方事務局 12月12日 実地 - - - 11 月 9 日(実地) 

計 指摘事項等のあった機関数：８機関 4件 14件 0件  

 

（注）監査結果の区分については、次のとおり。 

・指摘事項  是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの  

・指導事項  是正又は改善を求める事項 

・検討事項  事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所

管課に対し是正若しくは改善を求める事項 

 

表２（指摘事項等の内容） 

機 関 名 区 分 内 容 

図書館 指導事項 物品の管理事務において、ＤＶＤ/ＬＤコンパチブルプレイ

ヤー１台（取得価格76,482円）を亡失していたので、物品の

適正な管理について一層の徹底を図られたい。 

西濃農林事務所 指導事項 公務中にノート型パソコンを損傷させた２件の毀損事故に

ついて、修繕料149,600円が支払われるとともに、１台が交換

対応（取得価格119,229円）となっていたので、職員の毀損事

故防止について一層の徹底を図られたい。 

西濃県事務所 指摘事項 生活保護法等の規定により県が支弁した保護費等について

は生活扶助費等国庫負担金の算定対象となっている。 

実績報告に基づいた当該国庫負担金の精算において、納付

指導等の適切な債権管理を行った生活保護法第63条による返

還金及び同法第78条による徴収金等に係る不納欠損額につい

ても国庫負担金の算定対象とされている。 

しかし、生活保護法に基づく返還金等の債権に係る収入事

務において、令和３年度及び令和４年度に不納欠損した計４

件1,278,295円については、納付指導等の適切な債権管理を行

うことなく、時効の完成をもって不納欠損としており、当該

国庫負担金の算定対象外となっていたので、今後は適正に処

理されたい。 

 指摘事項 公務中に車両を損傷させた１件の毀損事故について、修繕

料9,515円が支払われていたので、職員の毀損事故防止につい

て一層の徹底を図られたい。 

 指導事項 公務中の１件の交通事故について、損害賠償金として10,200

円の費用負担が発生するとともに、修繕料661,771円（うち相

手方負担分595,594円）が支払われていたので、職員の交通事

故防止について一層の徹底を図られたい。 

岐南工業高等学校 指導事項 自動販売機設置に係る３件の賃貸借の契約事務において、

「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」等

に基づき、暴力団等から不当介入を受けた場合の警察への通

報義務を特記仕様書等に記載していなかったので、速やかに



 

- 4 - 

措置するとともに、今後は適正に処理されたい。 

 指導事項 公務中にノート型パソコンを損傷させた１件の毀損事故に

ついて、修繕料31,989円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られたい。 

東濃高等学校 指導事項 県立高等学校における証明書交付手数料に係る収入証紙に

よる収入事務において、過剰納付納入者（１名1,700円）承諾

の記載に承諾印又は署名がなされていなかったので、速やか

に措置するとともに、今後は適正に処理されたい。 

 指導事項 東濃高等学校空調機器更新改修工事に係る検査事務におい

て、業務が完了した旨の通知を受けた日から14日以内の日に

行わなければならない完了検査が遅延していたので、今後は

適正に処理されたい。 

 指導事項 自動販売機設置に係る賃貸借の契約事務において、「岐阜

県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」等に基づ

き、暴力団等から不当介入を受けた場合の警察への通報義務

を特記仕様書等に記載していなかったので、速やかに措置す

るとともに、今後は適正に処理されたい。 

 指導事項 公務中にタブレットを損傷させた１件の毀損事故について、

修繕料37,730円が支払われていたので、職員の毀損事故防止

について一層の徹底を図られたい。 

東濃フロンティア高等

学校 

指摘事項 個人事業主に対する東濃フロンティア高グラウンド照明Ｌ

ＥＤ化工事の設計委託業務に係る支出事務において、源泉所

得税及び復興特別所得税を源泉徴収すべきところ、これを行

っていなかったので、今後は適正に処理されたい。 

 指導事項 公務中にタブレットを損傷させた１件の毀損事故について、

修繕料37,730円が支払われていたので、職員の毀損事故防止

について一層の徹底を図られたい。 

羽島特別支援学校 指導事項 公務中にデスクトップ型パソコンを損傷させた１件の毀損

事故について、修繕料75,900円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。 

 指導事項 公務中にグランドピアノを損傷させた１件の毀損事故につ

いて、修繕料71,500円が支払われていたので、職員の毀損事

故防止について一層の徹底を図られたい。 

垂井警察署 指摘事項 垂井警察署関ケ原交番回転灯取替補修工事ほか14件に係る

契約事務において、予定価格の算定に当たり、共通費に含ま

れている法定福利費を別途計上したため、予定価格が過大な

ものとなったまま業者を決定し、随意契約を締結していた。

このうち５件については、契約金額及び支出額が適正に算定

した場合の予定価格に比べ計77,660円過大となっていたので、

速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。 

 指導事項 垂井警察署関ケ原交番非常警報器取替補修工事ほか２件に

係る支出事務において、契約締結日を支出負担行為整理日と

すべきところ、徴取した見積書の日付を支出負担行為整理日

としていたので、今後は適正に処理されたい。 

 指導事項 公務中に全自動印刷機を損傷させた１件の毀損事故につい

て、修繕料63,250円が支払われていたので、職員の毀損事故

防止について一層の徹底を図られたい。 
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